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ドイツにおける低所得者向け住宅政策の現状と課題 

―社会住宅助成と住宅手当に着目して― 

 

森周子（成城大学経済学部） 

 

Ⅰ. はじめに 

本研究では、ドイツにおける低所得者向けの住宅政策の現状と課題を、対物助成である

「社会住宅助成」（Soziale Wohnraumförderung）と対人助成である「住宅手当」（Wohngeld）
に着目して検討する。 

ドイツの基本情報を紹介すると、総人口は 8315 万人（2019 年 9 月時点）(Statistisches 
Bundesamt2020a)、実質経済成長率は 0.6％（2019 年）(Statistisches Bundesamt2020b)、
失業率は 5.0%（227 万人）（2019 年）(BA2020)、相対的貧困率 1)は 15.5%（2018 年）

(Statistisches Bundesamt2019a) 、 ジ ニ 係 数 は 0.311 （ 2018 年 ） (Statistisches 
Bundesamt2020c)、合計特殊出生率は 1.57％（2018 年）(Statistisches Bundesamt2019b)、
高齢化率は 21.7%（2018 年）(Statista2020a)である。住宅事情についてみると、近年では、

特に大都市において家賃高騰と住宅価格上昇が顕著であり、低所得者の住宅獲得が困難と

なっている。そのため、本研究では、主な考察対象地として、首都ベルリン以上に家賃高騰

が進み、家賃水準も高く、人口過密により低所得者のみならず中所得者の住宅獲得も困難と

なっているミュンヘン（München）市を設定し、そこでの具体的な施策を紹介する。 
 

(1) ドイツの住宅事情 

ドイツの国土面積（35.8 万㎢）のうち、2018 年時点で約半分（50.8％）は農地、約 3 割

（ 29.8 ％ ） が 森 林 で あ り 、 住 宅 ・ 交 通 面 積 は 13.9 ％ と 3 番 目 に 大 き い

（Umweltbundesamt2019）。同年時点で居住されている住宅の数は 3855.2 万戸、住宅の

居住面積の平均は 94.1㎡、1人当り面積は 45.1㎡である（Statistisches Bundesamt2019c）。
同年時点の総世帯数は 4138 万世帯であり、1 人世帯と 2 人世帯で世帯数全体の 3/4 を占め

る（表 1）。また、平均世帯人員数は 1.99 人である（Statistisches Bundesamt2019d, 43）。 
 
表 1：ドイツの世帯構成（2018 年時点） 

 

出所：Statistisches Bundesamt (2019e) 

（万世帯） % （万人） %
合計 4137.8 100.0 8250.1 100.0
　1人世帯 1733.3 41.9 1733.3 21.0
　2人世帯 1398.3 33.8 2796.6 33.9
　3人世帯 492.3 11.9 1477.0 17.9
　4人世帯 374.8 9.1 1499.3 18.2
　5人以上世帯 139.0 3.4 743.7 9.0

世帯数 人数
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住宅の所有形態別の世帯比率は、持ち家 44%、賃貸 56%（2014 年）である(Statistisches 

Bundesamt2020d)。最新の 2018 年時点の OECD データをみても、持ち家 43.7％、賃貸

53.6％であり（OECD2019）、先進国の中では例外的に持ち家比率が低い。 
 
(2) 家賃と住宅価格の上昇傾向 
まず、ドイツ全体の家賃の上昇傾向であるが、1990 年時点の家賃を 100 とすると、2018

年時点のそれは 211.1 である（IW2019）。同年時点での賃借人の可処分所得に占める家賃

負担の割合は 27.2%であり、地域別にみるとベルリン都市州は 28.9％、バイエルン州は

27.2％である（Statistisches Bundesamt2019f）。 
全国の住宅価格も、1990 年時点の新築住宅の価格を 100 とすると、2018 年時点のそれ

は 214.9 であり、1990 年時点の低層集合住宅（分譲マンションに相当）の価格を 100 とす

ると、2018 年時点のそれは 198.8 である（IW2019）。全国の住宅価格の中央値をみると、

2018 年時点で集合住宅が 1 ㎡当り 2,710€、一軒家が同 1,860€であり、上昇傾向にある

（Immowelt2019a）。 
次に、大都市についてみると、本研究で考察対象とするミュンヘン市は、バイエルン州

（2018 年時点で人口 1301 万人）（Statista2020b)の州都であり、ドイツではベルリン都市

州（2018 年時点で 364 万人）、ハンブルク都市州（同 184 万人）に次いで 3 番目に人口の

多い（同 147 万人）（Statista2020c）都市である。BMW やシーメンスといった大企業の本

社も置かれ、強い経済力を持つ、裕福な都市として知られる。失業率も他の都市と比較して

顕著に低い（2018 年はベルリン都市州 8.3％、ハンブルク都市州 6.3％、フランクフルト市

5.4％に対し、ミュンヘン市は 3.5％）（muenchen.de2019a）。だが、市が発表した『貧困報

告書 2017』によれば、相対的貧困率は 2017 年時点で 17.4%であり（Landeshauptstadt 
München Sozialreferat2017, 7）、全国の値（15.8％）よりも高い。 

2018 年時点で、全国の家賃平均を 100 とした場合に、ミュンヘンの比較家賃（当該自治

体または比較可能な自治体における比較可能な過去 4 年間（2020 年からは同 6 年間）の住

宅関連費用を勘案して設定される家賃）は 151 であり、隣の市であるカールスフェルド市

（153）に次ぐ第 2 位である（Kaiser2019）。また、住宅価格もドイツの大都市の中では突

出して高い（Möbert2018）。住宅価格の中央値は、2018 年時点で集合住宅が 1 ㎡当り 7,110
€、一軒家が同 7,260€であり（Immowelt2019b）、上述の全国の住宅価格の中央値を大幅に

上回る。 
 

Ⅱ. 居住保障の制度体系、理念 

(1) 制度体系 

 ドイツの住宅政策の制度体系は、管轄省である連邦内務・建設・国務省（以下 BMI と略

記）によれば、住宅手当、建築子ども手当 2)、持家年金 3)、住宅貯蓄 4)、社会住宅助成、老

後に適した暮らし、の 6 分野に整理される（BMI2019a）。うち、特に低所得者の住居の獲

得に関わるのは、住宅手当と社会住宅助成である。なお、住宅手当は公的扶助を受給してい

ない低所得世帯に対する家賃補助の仕組みであり、公的扶助受給世帯には、日本の生活保護
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制度における住宅扶助と同様の「住居費給付 (Leistung für Unterkunft/ Kosten der 
Unterkunft)」が支給される（詳細は後述）。本研究では住宅手当と住居費給付の 2 つを「家

賃補助」として整理する。 
 
(2) 居住保障の理念 
ドイツにおいて住宅政策は、戦後ドイツで一貫して標榜されている社会政策・経済政策の

基本理念である「社会的市場経済（Soziale Marktwirtschaft）」と密接に関連している。社

会的市場経済は、戦時中にナチスや共産主義国家のような中央統制経済への対抗として生

まれた、「オルド自由主義」（オルドは「秩序」を意味する）という新自由主義の一種を理論

的な基盤としている。それゆえ、完全競争市場を望ましい経済秩序としてその形成と維持を

理想とし、経済政策と社会政策において、経済的効率性（完全競争市場の実現）と社会的公

正（社会政策）の両立を重視する。両立のあり方としては、経済的効率性を損なわないよう

な社会的公正（社会政策）の実施が望ましいとされ、そのため、社会政策の実施にあたって

は、市場整合性（市場メカニズムを妨げない）と補完性（下位の運営主体がなしうることに

ついて上位の運営主体は関与しない。例えば州の管轄業務に連邦は関与しない）という 2つ

の原則が重視される（森 2007、75-77）。 

Eekhoff(2002)によれば、社会的市場経済のもとでは家賃、住宅価格、土地価格が、価格

メカニズムに基づいて、国家介入を伴わずに需要と供給に応じて決定されることから、住宅

政策は社会的市場経済の基本原則に基づいて運営されるべきとされる。他方で、独力では人

間らしい住宅を獲得できない人々が常に存在することから、社会的市場経済のなかの社会

的公正は国家の任務であり、住宅政策の一番の関心事とされる。だが、その際には、社会的

公正の名のもとに国家が市場の条件に介入し、市場の力を部分的に麻痺させることがない

ようにせねばならない、とも述べられる（Eekhoff2002, 3-4）。 

社会的市場経済の考え方を住宅分野に適用した「社会的住宅市場経済」という概念もある。

これは、妥当な法的規則に基づいて市場経済過程に枠組を与え、それを通じて住宅供給の際

には社会的、衛生的要件、および美的観点を考慮した保障を行うことを意味している

（Blumenroth1975, 119; 水原 1999、280）。 

 

Ⅲ. 社会住宅助成 

(1) 概要 

ドイツにおける社会住宅の大きな特徴は、連邦が低所得者向けの公営住宅を建設するの

ではなく、建設時に公的な助成（貸付金および/または補助金）を受けた住宅が、貸付金が

返済されるまでの期間中、または、補助金を交付される期間中（これらの期間は拘束期間

（Bindungsfrist）と呼ばれる）、社会住宅（Sozialwohnung）として機能することである。

拘束期間は州法で規定され、バイエルン州では 25 年または 40 年（バイエルン住宅助成規

定 2012 の 16 条 1 項）である 5)。拘束期間終了後は、さらに一定期間（州ごとに異なる。

バイエルン州では助成内容に応じて 10 年または 12 年）（バイエルン住宅拘束法 15-17 条）

をおいた上で、社会住宅は通常の民間住宅となる。 
社会住宅は必ずしも低所得者世帯のみに提供されているわけではない。たとえば、バイエ
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ルン州では中所得者世帯向けの社会住宅もあり、これらを含めると州の人口の約 60％が社

会住宅を申請する資格を有する（バイエルン州住宅・建設・交通省インタビュー2018）。こ

のように、中所得者世帯も社会住宅に住まわせることで、社会ミックスの促進と、低所得者

世帯の集住による「ゲットー化」の防止が企図されている（バイエルン州住宅・建設・交通

省インタビュー2018、ミュンヘン市社会課住宅・移民局インタビュー2018）。 
 低所得者向けの社会住宅は、所得指向助成（Einkommensorientierte Förderung:以下

EOF と略記）という、1994 年から導入された仕組みのもとで提供される。管轄が州である

ことから、州ごとに詳細が異なるため、ここではバイエルン州の仕組みを紹介すると、EOF
は①対象に応じた貸付金、②入居に応じた貸付金、③補完的な補助金、の 3 要素からなる。

①は拘束期間中の利子の 0.5％相当分と償却の 1.0％相当分、②は家賃引下げのための追加

的なものであり、拘束期間中の利子の 1.75％相当分と償却の 1.0％相当分、③は 1 ㎡当り最

高で 300€である（バイエルン州住宅・建設・交通省インタビュー2018）。 
社会住宅として承認されるためには、一定の居住面積の確保と「家賃拘束」

（Mietpreisbindung）の受け入れが必要となる。家賃拘束とは、家賃を市場メカニズムか

ら離れた「承認家賃（Bewilligungsmiete：zumutbare Miete）」（公的資金の返済を含む資

本投下の費用の回収に見合う家賃）に設定することをさす。バイエルン州の場合、2018 年

の承認家賃は 1 ㎡当り月額 3.5～6€である（Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, 
Bau und Verkehr2018）。さらに、ミュンヘン市の場合は、ミュンヘン市が入居者の所得状

況に応じて、1 ㎡当り最高で月額 3.75€の補助金を支給する。すなわち、ミュンヘン市にお

いて承認家賃が 1 ㎡当り 6€の者が、この補助金を最高額まで受給しうる場合は、月額家賃

は 1 ㎡当り 2.25€となり、仮に入居者が 60 ㎡の住宅に住む場合は、月額家賃は 135€とな

る。これを一般賃貸住宅の家賃と比較すると、ミュンヘン市の家賃概況（Mietspiegel）（当

該自治体の一般賃貸住宅の比較家賃一覧表）によれば、一般賃貸住宅の比較家賃（月額）の

中央値は 2018 年時点で 1 ㎡当り 26.7€（40 ㎡以下の住宅）、同 17.7€（80 ㎡以下の住宅）、

同 17.2€（120 ㎡以下の住宅）であり（Immowelt2020）、60 ㎡の住宅に住む場合、比較家

賃（月額）は 1,062€となる。つまり、社会住宅の家賃は一般賃貸住宅の比較家賃の約 13％
であり、社会住宅の家賃が大幅に安く抑えられていることがわかる。 
社会住宅には、州ごとに規定された一定の所得上限を超えない場合に授与される「居住権

利証（Wohnberechtigungsschein: WBS）」を持つ世帯のみが入居できる。このことは、入

居拘束（Belegungsbindung）と呼ばれる。一般の住宅市場のもとでは適切な住居を調達で

きず、適切な支援もなされない世帯の支援を目的とし、特に、家族、障害者、高齢者、学生

が支援対象とされる（バイエルン住宅拘束法 2 条 1 項）。入居者の選択基準は州や自治体に

よって異なり、バイエルン州では「総合所得（Gesamteinkommen）」6)を選択基準としてい

る。すなわち、入居者の所得上限（総合所得）は、単身世帯の場合は 22,600€、2 人世帯の

場合は 34,500€であり、追加の世帯員については 1 人当り 8,500€が加算され、追加の 18 歳

以下の子については 1 人当り 2,500€が加算される。また、適切な住居面積の上限も定めら

れている（表 2）。 
 
表 2 適切な住居面積の上限 



IPSS Working Paper Series (J) No.23 
 

5 
 

 

出所：住宅助成規定 2012、22 条(2)。 
 
 所得上限を超えた居住者を退去させることは、調査の手間がかかり、また、退去させない

方が望ましい場合もあるため、ほとんどの州で行っていない（BMI インタビュー2018）。バ

イエルン州では、居住者の所得が所得上限を超えたかを 3年ごとにチェックし、超えた場合

には所得に対応した家賃を徴収している（ミュンヘン市社会課住宅・移民局インタビュー

2018）。 

 
(2) 管轄と供給主体 
社会住宅助成の管轄は 2006 年の連邦制改革（Föderalismusreform）の一環として、地域

ごとの事情をよりよく反映させるという名目で、連邦から州へと移譲された。州はこの分野

での立法権を持ち、社会住宅助成への財源調達を行う。それに伴い、補完性の原則ゆえに、

連邦による州への財政支出は廃止された。しかし、その代わりに 2007 年から 2019 年まで

連邦から州への調整給付が行われ、その額は毎年 5 億 1820 万€とされた。2013 年までは住

宅建設に使途が限定されていたが、それ以降は限定されず、州が優先度を勘案して使途を決

定した（BBSR インタビュー2018）。2015 年には、2016 年から 2019 年の期間に毎年 5 億

€が上乗せされることとなり（使途は社会住宅建設に限定）、2017 年と 2018 年には、さら

に毎年 5 億€が上乗せされ、調整給付の年額は 15 億 1820 万€となった。なお、2019 年 3 月

の基本法改正により、2020 年から連邦が社会住宅建設に対する財政補助を行えるようにな

り、2020 年から 2021 年にかけて 20 億€が補助される予定である（BMI2019b）。 
州は、管轄移譲後は、自らの責任で課題遂行に対する確実な財政展望を持つこととされ、

独 自 の 住 宅 拘 束 法 （ Wohnungsbindungsgesetz ） と 住 宅 助 成 法

（Wohnraumförderungsgesetz：WoFG）を制定することとなった。バイエルン州でも住宅

拘束法と住宅助成法が 2007 年に制定された。従来存在した連邦の住宅拘束法（1965 年）

と住宅助成法（2001 年）は、州法の規定に代替されない限りは引き続き適用される。 
社会住宅の供給主体は多様であり、州や自治体ごとに状況も異なる。たとえば、2017 年

時点のノルトライン＝ウェストファーレン州の場合は、民間投資家が 31％、自治体が経営

する住宅会社が 23％、カリタス（カトリック系の民間非営利団体）が 10％、協同組合が 6％、

その他団体が 6％、その他住宅会社が 24%である（BBSR インタビュー2018）。ミュンヘン

市の場合は、2018 年 1 月から 8 月までの社会住宅建設の実績によれば、全 2,430 戸のうち、

ミュンヘン市が経営する住宅会社である GWG München と GEWOFAG がそれぞれ 830 戸

住居のタイプ 世帯規模 住居面積
1部屋 単身 40㎡
2部屋 単身 50㎡
2部屋 2人 55㎡
3部屋 2人 65㎡
3部屋 3-4人 75㎡
4部屋 4人 90㎡
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と 909 戸、あわせて 1,739 戸を建設し、全体の約 7 割を占める（ミュンヘン市社会課住宅・

移民局インタビュー2018）。 
 
(3) 現状 
 社会住宅の数は 1990 年代以降一貫して減少傾向にある。1990 年時点では 287 万戸だっ

たものが、2018 年時点では 117.7 万戸に減少し（Statista2020d）、2020 年には 107 万戸

になると推計される（BAG Wohnungslosenhilfe2017）。2017 年に全国で建設された社会住

宅の数は 5.8 万戸（リノベーション含む）であり、近年では毎年 6 万戸前後で推移してい

る。だが、住宅業界の有力団体であるドイツ住宅・不動産企業連邦団体（GdW）は、毎年 8
万戸の社会住宅建設が必要と指摘する（GdW2018）。ミュンヘン市の場合は、市が管理する

社会住宅は 2019 年時点で 3.7 万戸である。2018 年は 3,200 戸が提供されたが、申請者数

は 3 万人に達した(ミュンヘン市社会課住宅・移民局インタビュー2018)。ミュンヘン市は

1994 年から「社会的に公正な土地利用（SoBoN）」という取組み 7)を実施し、その中で社会

住宅の建設を推奨している。実際に、1994 年から 2017 年にかけて建設された 47,430 戸の

住宅のうち、社会住宅は 12,280 戸と、約 1/3 を占めた。そして、ミュンヘン市の住宅政策

上の行動プログラムである「ミュンヘン市における住宅Ⅳ（2017‐2021 年）」でも、2017‐
2021 年における新築住宅の 30％を社会住宅に割り当てている（Landeshauptstadt 
München Referat für Stadtplanung und Bauordnung 2017）。 

 

Ⅳ. 家賃補助制度の内容 

 ドイツの家賃補助には、既述のように「住居費給付」と「住宅手当」が存在する。いずれ

も、借家に住む世帯のみならず持家に住む世帯にも支給される。持ち家居住世帯への補助は

「負担補助」と呼ばれ、ローン・金利・返済、土地税、管理費（一律で 1 ㎡当り 36€）の年

額を算定した後に、1か月換算で算出される。住宅手当受給世帯のみについていえば、2018
年時点の受給世帯 54.8 万世帯のうち、負担補助受給世帯（3.9 万世帯）の割合は 7.1％であ

り（Statistisches Bundesamt2020e）、大部分が借家に居住し、家賃に対する補助を受給し

ている。 

 

(1) 住居費給付 
住居費給付は適切な家賃上限の範囲内で、家賃相当額が公的扶助（求職者基礎保障制度と

社会扶助制度）8)受給世帯に給付されるというものである。適切な家賃上限の範囲は、適切

性（Angemessenheit）の基準により決定される。この基準は、連邦社会裁判所（社会保障

関連の事件を扱う最上級裁判所）が 2009 年に作成した「根拠概念」（Schlüsselkonzepte）
という規則に基づき、家賃概況と比較対象地域（Vergleichsraum）（引越し可能で交通のつ

ながりがある周辺地域）（BMAS インタビュー2018）の状況を勘案して、州または市が規定

する。ミュンヘン市の適切な家賃上限は表 3 の通りであり、毎年改定されている。 
 
表 3：ミュンヘン市における適切な家賃上限（暖房費を除く総家賃） 
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注：7 人以上の場合は 1 人当り 15 ㎡と 274€を加算する。 
出所：muenchen.de (2019b); Sozialreferat München Amt für Soziale Sicherung (2018)  
 
 求職者基礎保障の受給者数は 593.1 万人（283.2 万世帯）（2019 年 10 月時点）、社会扶助

の受給者数は 144.9 万人（2018 年末時点）であり、住居費給付の規模は前者が 11.9 億€

（2018 年平均）、後者が 3.3 億€（2017 年平均）である（BMI2019c, 57-59）。 
 
(2) 住宅手当 
住宅手当は、既述のとおり公的扶助を受給していない低所得世帯に、申請により給付され

る社会手当である。非課税であり、根拠法は住宅手当法（Wohngeldgesetz）（1965 年）で

ある。住居費給付とは異なり、社会手当の金額は家賃の全額相当分ではなく、家賃の一部を

補助するという位置づけであり、住宅に関する要件はない。給付期間は 12 か月であり、そ

れ以降は更新が必要となる。申請の受付は郡または市の住宅手当窓口であり、原則として受

給者の口座に毎月振り込まれる。財源は連邦と州の折半であり、2018 年の支出額は 10 億€

（対 GDP 比は 0.03％）である。受給世帯数は、同年末時点で 54.8 万世帯であり、全世帯

数の 1.3％を占める(Statistisches Bundesamt2020f)。 
住宅手当の支給額は、対象世帯の総所得月額、家賃月額、世帯人数、居住する自治体の家

賃段階（全国の自治体をⅠ～Ⅶの 7 段階に区分。家賃のもっとも低い地域がⅠ、もっとも高

い地域がⅦに分類される）に応じて算定される。家賃月額については、世帯構成員数と家賃

段階ごとに最高額（上限額）が設定されている（住宅手当法 12 条 1 項）（表 4）。たとえば、

ミュンヘン市（家賃段階Ⅶ）の単身世帯の上限額は 633€、4 人世帯のそれは 1,065€である。

所得制限もあり、対象世帯の総所得月額から一定の控除額 9）を控除した金額である「合計

所得月額」の上限が設定されている（表 5）。これによれば、ミュンヘン市（家賃段階Ⅶ）

の単身世帯の合計所得月額の上限額は月額 1,151€、4 人世帯のそれは同 2,439€である。 
 
表 4：家賃と負担の最高額（2020 年 1 月以降） 

人数 居住面積

2018年10月1日～

2019年9月30日までの

家賃上限

2019年10月1日以降の

家賃上限

1 50㎡ 660 € 670 €
2 65㎡ 869 € 881 €
3 75㎡ 1,040 € 1,055 €
4 90㎡ 1,172 € 1,189 €
5 105㎡ 1,426 € 1,446 €
6 120㎡ 1,713 € 1,737 €
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出所：BMI (2019d), 10-11. 
 
表 5：合計所得月額の上限（家賃段階Ⅶの場合）（2020 年 1 月以降） 

 
出所：Banse (2020).  

 
住宅手当の算定式は式 1 のとおりであり、式 1 に出てくる係数の値は表 6 のとおりであ

る。 
 
式 1 住宅手当の算定式 
住宅手当月額＝1.15×（家賃月額―（a＋b×家賃月額＋c×総所得月額）×総所得月額） 
出所：住宅手当法 19 条 
 
表 6：式 1 における係数 a,b,c の値 

10％控除前 20％控除前 30％控除前
1 1,151 € 1,279 € 1,439 € 1,645 €
2 1,581 € 1,757 € 1,977 € 2,259 €
3 1,905 € 2,117 € 2,382 € 2,722 €
4 2,439 € 2,710 € 3,049 € 3,485 €
5 2,775 € 3,084 € 3,469 € 3,965 €
6 3,102 € 3,447 € 3,878 € 4,432 €
7 3,364 € 3,738 € 4,205 € 4,806 €
8 3,756 € 4,174 € 4,695 € 5,366 €

控 除 前 の 総 所 得 月 額
世帯人員数

合計所得月額の
上限
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出所：住宅手当法別紙 2 を参考に著者作成。 
 
計算例を挙げると、ミュンヘン市に住む、家賃月額 800€、総所得月額 2,000€の 4 人世帯

の場合、住宅手当月額は、 
1.15×（800－（0.01＋0.00034×800＋0.000043×2000）×2000）＝73.6€ 
となる。この場合、住宅手当の金額は家賃の 9.2％を占めることになる。 

 
Ⅴ. 近年の動向 

既に第 3 次メルケル政権期（2013 年 12 月発足。CDU/CSU（ドイツ民主・社会同盟）と

SPD（社会民主党）の大連立政権）の 2014 年 7 月には、連邦建設大臣の主導で、連邦・州・

自治体・関連団体が住宅政策上の諸問題の解決に向けて対話するという「支払い可能な住宅

と建物のための同盟（Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen）」が創られていた。

そこには、多くの人々が支払い可能な住宅を見つけることが困難である中で、新築の増加と

社会住宅助成の強化と低所得世帯の住居費支援の改善が必要であるとされた。また、世代に

配慮した（高齢者や子育て世帯に優しい）住宅の不足の解消と、住宅分野における省エネル

ギー化も推奨された（BMI2020a）。 
2018 年 3 月発足の、同じく大連立政権である第 4 次メルケル政権下では、2018 年 9 月

に開催された「住宅サミット（Wohnungsgipfel）」において、この同盟を保持しつつ、「住

空間戦線」（Wohnraumoffensive）という一連の措置を、連邦、州、市町村、関連団体の協

働で行うことへの合意がなされた。 
 

(1) 社会住宅をめぐる政策効果 
特に大都市において様々な工夫がなされているにも関わらず、2018 年の社会住宅の建設

数は 27,040 戸に留まり、前年と比較しても 809 戸増加したに過ぎない。既述のように 2020
年から連邦が社会住宅建設に対する財政補助を行えるようになるなど、社会住宅の本格的

な増加をめざす全国規模での取り組みは近年緒に就いたばかりと捉えられ、2020 年代から

は政策効果が本格的に表れることが考えられる。 
 
(2) 家賃補助の政策効果 

2016 年の住宅手当法改正により、受給世帯数は同年には 63.1 万世帯に増加したが、2017
年には 59.2 万世帯、2018 年にも 54.8 万世帯へと減少した（グラフ 1）。その理由として、

住居費給付における家賃の適切性の基準が既述のようにほぼ毎年変更されるのに対し、住

宅手当における家賃・負担や総所得月額の最高額の改定が不定期で、住宅市場の状況を即時

a b c
1人世帯 0.04 0.00063 0.000138
2人世帯 0.03 0.00044 0.000103
3人世帯 0.03 0.00038 0.000083
4人世帯 0.01 0.00034 0.000043
5人世帯 0 0.0003 0.000042
6人世帯 -0.01 0.00028 0.000036
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に反映しないことが挙げられた。家賃の急激な上昇傾向や合計所得月額の上昇傾向などに

制度改正が追い付かないことなどにより、住宅手当が低所得者世帯の家賃補助の役割を十

分に果たせず、低所得者世帯を公的扶助（における住居費給付）へと追いやることが危惧さ

れていた（IWU インタビュー2018）。実際に、住居費給付の家賃上限と住宅手当の家賃の

最高額を、たとえばミュンヘン市の単身世帯の例で比較してみても、2019 年 10 月時点の

住居費給付の家賃上限は 670€（表 3 参照）であるのに対し、同時点での住宅手当の家賃の

最高額は 522€（BMAS2019, 1120）であり、住居費給付の方がはるかに高く設定されてい

た。 
そのような課題に対応すべく、2019 年に大きな法改正が行われ、2020 年 1 月より施行

された。ここでは、近年の家賃・所得動向に合わせた住宅手当の増額、合計所得金額の引上

げなどがなされ、また、従来 6 段階に区分されていた家賃段階が 7 段階となった。この改

正により受給世帯数は約 66 万世帯となり、新たに約 18 万世帯が対象となることが見込ま

れる（BMI2020b）。また、2022 年以降、家賃・所得動向に合わせた住宅手当額の調整が 2
年ごとに自動的になされることも規定され、これにより、住居費給付の改定頻度と遜色がな

くなり、家賃の最新状況がより速やかに住宅手当額に反映されることが期待される。 
 
グラフ 1：住宅手当受給者数の推移（12 月 31 日時点） 

 
出所：Statistisches Bundesamt (2020f). 
 
(3) 家賃上昇抑制のための取り組み：家賃キャップと家賃ブレーキ 
家賃の上昇傾向に歯止めをかける連邦レベルでの取り組みが、近年ではかなり明示的に

行われている。2004 年から 2014 年にかけての主要都市の家賃の上昇率は、ベルリンが 45％、

ミュンヘンは27％であり（Welt2016）、2013年にはこのような動きに歯止めをかけるべく、

賃貸法（民法の一部）が改正され、「家賃キャップ(Kappungsgrenze)」という仕組みが導入

された（民法 558 条）。これは、今後 3 年間に 20％までしか家賃を引き上げられないと定
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めるものであり、中でも、適切な住宅の十分な提供が著しく困難な地域（州が定める）につ

いては同 15％までしか引き上げられないとされた。 
 さらに、2015 年 6 月の賃貸法改正では「家賃ブレーキ(Mietpreisbremse)」という仕組み

が導入された（民法 556b-556g 条）。これは、住宅事情が逼迫する市町村について、最長 5
年間、家賃の上限を比較家賃＋10％とするものである。家賃ブレーキの対象となる市町村は

州が設定することとなっており、バイエルン州では、2019 年 9 月時点でミュンヘン市を含

む 162 の自治体が導入している（Haufe.2019）。だが、2014 年 10 月以降にはじめて賃貸

される住宅、および、包括的なリノベーションが施された後にはじめて賃貸する住宅は家賃

ブレーキの対象外となる（同 556f 条）ため、リノベーション後に従来の賃借人は以前より

も高額な家賃を設定されることで支払いが困難となり、退去せざるを得なくなることが問

題視された。 

 そこで、現政権の連立協定では、人口過密地域における中低所得者の家賃負担や住宅購入

時の負担の抑制が急務とされ、社会住宅を含む 150 万戸の住宅と持家の建設と、支払い可

能な住宅の存続の保障が目標とされた（CDU/CSU/SPD2018, 109）。 

 この流れを受けて、2019 年 1 月の賃貸法改正では、リノベーションの費用は 1 年あたり

8％（従来は 11％）までしか家賃に賦課できず、また、今後 6 年間は 1 ㎡当り 3€（家賃が

同 7€を下回る場合は同 2€）までしか家賃に賦課できないと規定された。さらに、賃貸人は

新たな賃借人に対し、「前家賃」（Vormiete）（以前の賃借人が支払っていた家賃）を知らせ

ることが義務づけられ、怠った場合は家賃ブレーキで承認された金額までしか家賃を設定

できなくなり、家賃ブレーキをめぐる賃借人の訴訟手続きも簡素化された

（Bundesregierung2019）。 

 
(4) 社会住宅の供給不足という課題への対応 
 既述のように 2006 年に社会住宅助成の管轄が連邦から州に移譲されたものの、社会住宅

数が減少の一途を辿る中で、社会住宅を大規模に増加させるにはいまいちど、連邦によるイ

ニシアチブの発揮が必要であるとして、連邦が再び社会住宅を管轄すべきであるとの議論

が 2018 年末から連邦議会でなされた。そのために必要な基本法（憲法にあたる）の改正も

2019 年 3 月に実現し、既述のとおり 2020 年から 2021 年にかけて連邦が社会住宅建設の

ための財政補助を行えるようになった。 
 社会住宅の減少の原因として、①投資家にとっての社会住宅建設の魅力の不足、②社会住

宅の建設用地取得の難しさが指摘される。①への解決策としては、貸付金の返済時の利子率

の引下げ、助成金額の増額などが挙げられる。近年では大都市圏において、社会住宅も建設

するとの条件つきで一般住宅の建設許可を優先的に与える動きがあるなど、投資家に社会

住宅建設を促す工夫が見られる（IWU インタビュー2018、VdW インタビュー2018）。 
 次に、②の理由としては、住民の反対（建設に伴い樹木などを伐採することへの反対）や

市のインフラ整備の事情（他の用途での土地利用の優先）などがあり、助成制度が充実して

いるにも関わらず建設が進まない側面がある（IWU インタビュー2018）。解決策として、

連邦レベルでは、大都市近郊の利用されていない農地を住宅用地に開発しやすくするため

の手続きに関する議論がなされている。また、州や市では独自の取り組みが行われており、
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たとえばミュンヘン市では、既述のとおり、2017 年から 2021 年にかけての行動プログラ

ムでは、新築住宅の 30％を社会住宅にすると定めている。 
 
Ⅵ. まとめ 
 住宅の逼迫傾向と家賃の高騰傾向の中、近年のドイツは低所得者向けの居住保障政策を

顕著に推進している。まず、家賃補助については、低所得世帯が公的扶助に依存しないよう

に住宅手当を魅力あるものにする工夫が求められている。そのために、住宅手当の給付額の

引上げのみならず、家賃月額と総所得月額の上限額を、最新の平均家賃価格の動向および総

所得月額の動向にスライドさせることが有効であると考えられており、2020 年からは実際

にそのような改革が行われた。 
次に、社会住宅助成については、近年の社会住宅の減少傾向を受けて、連邦が基本法改正

という手間を伴ってまで州への財政補助の実施にこぎつけたことが興味深い。社会住宅拡

充のためには、投資家にとっては大きな利益を見込めず魅力的には映りにくい社会住宅建

設を、いかにして投資家に実施してもらうように誘導するかと、用地取得を容易にすること

が重要であり、それらは連邦の強いイニシアチブなしでは進まないということを、連邦が認

識している証左ととれる。さらにいえば、ただでさえ家賃が高い大都市において、社会住宅

の家賃を比較家賃に抑え、そこからさらに低所得の入居者が支払い可能となる家賃に抑え

るには、多額の補助金が必要となり、その財源確保のためにも連邦のさらなる関与が必要に

なっている。そもそも、家賃の高騰傾向を抑えるべく、2010 年代には家賃キャップと家賃

ブレーキの導入・拡充という取組が連邦レベルでなされた。 
以上のことから、住宅政策においては連邦の関与がますます強まっていることが窺え、社

会的市場経済における社会政策の原則の一つである「補完性」からの逸脱がみられる。 
 
注 
1) ここでの相対的貧困率の貧困線は EU 基準（等価可処分所得の中央値の 60％）である。 
2) 2018 年に開始された制度。子のある世帯の住宅獲得を促進するため、住宅を購入した者

に対し、子 1 人につき年間 1,200€を 10 年間給付する（返済の必要はない）。 
3) 別名「住宅リースター」とも呼ばれる、2008 年に開始された仕組み。持ち家取得支援の

一環として、リースター年金（個人年金加入者に対し、支払った保険料に対して連邦から

助成がなされる仕組み）の対象となる金融資産を持家の購入・リフォームに利用できる。 
4) 住宅建設補助金と労働者貯蓄手当の 2 種類がある。住宅貯蓄契約を結ぶことでなされ、

いずれも所得制限がある。前者は、年額で最低でも 50€以上が住宅貯蓄契約に用いられる

場合に、住宅建設関連の支出（但し上限は単身で年額 512€、夫婦で 1024€）の 8.8％を補

助する。後者は財産形成貯蓄（財形）の一環であり、低額所得者が行う住宅関連の貯蓄に

対して 9％の利子（但し上限は単身で年額 42.3€、夫婦で 82.6€）がつく（Steuertipps）。 
5) 私有地に建設された社会住宅の場合は 25 年または 40 年を選択可能であり、公有地に建

設された社会住宅の場合は 40 年となる（muenchen.de2019c）。 
6) 当該世帯の所得年額から、世帯員の状況に応じた一定額を控除した所得をさす。控除額

は、重度障害者 1 人当り 4,000€、結婚後 7 年経過するまでの夫婦は 5,000€、別居中の者
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への扶養義務を有する者は 4,000～6,000€までである（バイエルン住宅拘束法 5 条）。 
7) 自治体の建築基本計画（土地利用・都市計画）によって利益を得る主体（施工者と投資

家）を費用と負担の面で当該計画に参画させる取り組み(muenchen.de2020)。 
8) ドイツの公的扶助には、求職者基礎保障制度と社会扶助制度の 2 種類がある。前者は、

稼働能力を持つ困窮者世帯を対象とした制度であり、後者は、稼働能力を持たない困窮者

世帯を対象とした制度である。いずれの制度においても、暖房費を含む住居費全額が適切

な範囲で保障される。 
9) ①所得税、②医療保険料・介護保険料、③年金保険料のうち、1 つを支払っている場合は

総所得の 10％、2 つを支払っている場合は同 20％、3 つを支払っている場合は同 30％が

控除される。 
付記 
本論文は国立社会保障・人口問題研究所一般会計研究事業「住宅施策と社会保障・福祉施策

のあり方についての研究」の一環として執筆されたものである。 
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